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事　
　

業　
　

所

　

大
分
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

　

第
十
三
条
中
「
勤
務
簿
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
出
勤
状
況
等
の
確
認
）

第
十
八
条　

所
属
長
は
、
登
庁
後
直
ち
に
職
員
の
出
勤
状
況
を
確
認
し
、
休
暇
、
遅
刻
、
出
張
等
に
つ
い
て

　

は
こ
の
規
程
に
定
め
る
手
続
を
行
い
、
そ
の
状
況
を
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

　

第
二
十
三
条
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）

第
二
十
三
条
の
二　

職
員
は
、
就
業
規
程
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
受
け
よ
う
と

　

す
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
所
属
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
局
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
」
を

加
え
、
「
添
え
て
」
を
削
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
局
長
に
願
い
出
る
と
と
も

に
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
中
「
当
該
理
由
の
発
生
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
勤
務
簿
に
よ
り
所
属
長
に
願
い
出
て
」
を

「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
所
属
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
当
該
理
由
の
発
生
を
証
す
る
書
類
を
提
出

し
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
の
三
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
局
長
に
願
い
出
る
と
と
も

に
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
勤
務
簿
」

を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め

る
。

　

第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条　

削
除

　

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
勤
務
簿
に
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
所
属
長
に
願
い
出
」
を
「
総
務

事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
所
属
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
そ
の
承
認

を
受
け
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
勤
務
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
第
五
十
六
条
と
し
、
第
五
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
勤
務
簿
に
よ
る
処
理
）

第
五
十
五
条　

第
十
三
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
六

　

条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　

ず
、
通
信
環
境
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
勤
務
簿
（
第
十
八
号

　

様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
は
、
登
庁
し
た
と
き
勤
務
簿
に
自
ら
押
印
し

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
所
属
長
は
、
所
属
職
員
の
勤
務
簿
を
整
理
し
、
総
務
課
長
に
提
出
し
な
け
れ

　

ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式　

削
除

　

第
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。


